
沼津工業高等専門学校動物実験委員会規則 

（平成５．３．１０制定） 

最終改正 平成１８．４．１ 

 

（設置） 

第１条 沼津工業高等専門学校（以下「学校」という。）に、文部省学術国際局長通知（昭 

 和６２年５月２５日付け文学情第１４１号）に基づいて、沼津工業高等専門学校動物実 

 験委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 委員会は、校長の諮問に応じ、学校における動物実験の適切な指針の策定及びそ 

 の適正な運用を図るため、次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１）実験計画の立案に関する事項 

（２）供試動物の選択に関する事項 

（３）実験動物の飼育管理に関する事項 

（４）実験操作に関する事項 

（５）安全管理に特に注意を払う必要のある実験に関する事項 

（６）その他、動物実験に関する事項 

（組織及び運営） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。 

（１）動物実験に関係する教員 若千名 

（２）動物実験に関係しない教員 若千名 

（３）総務課長 

（４）動物実験に関係する技術職員 若千名 

２ 前項第一号、第二号及び第四号の委員は校長が任命する。 

３ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない．ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期 

 は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。 

（委員会） 

第５条 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもつて決し、可否同数のときは、議長の決 

 するところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長は、必要に応じ委員会の同意を得て、委員以外の者を出席させ、意見を聴 

 くことができる。 

（専門委員会） 

第７条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会の組織及び運営については、委員会が別に定める。 
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（総務） 

第８条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。 

   附 則 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 


